
性的マイノリティのパートナーの方々が利用できる事業一覧 （令和8年4月1日）

分野 事業 所管 お問い合わせ先
サービス利用に受領証明書や

受領証明カードの提示
「要・不要」

備考

1 住宅 区営住宅の入居申込 住宅課 03-3880-5938 要

2 医療 各種健（検）診受診券の窓口交付 データヘルス推進課 03-3880-5601 要

同居家族の受診券を窓口で発行する際、窓口に来られる方
に以下（１）（２）のいずれかを持参いただいています。
（１）
①本人からの委任状
②来庁者の本人確認書類
（２）
①本人確認書類（健診対象者）
②来庁者の本人確認書類

3 子育て 学童保育室の利用 学童保育課 03-3880-5863 不要

4 子育て 子育てサロン 住区推進課
子育てサロン担当
03-3880-5729

不要

5 子育て 児童館特例利用（ランドセルで児童館） 住区推進課
住区支援係
03-3880-5868

不要

6 子育て ファミリー学級への参加 保健予防課 03-3880-5892 不要
7 子育て 母子健康手帳の交付 保健予防課 03-3880-5892 不要
8 子育て あだちっ子歯科健診 子ども政策課 03-3880-5266 不要
9 子育て 足立区マイ保育園の利用 子ども政策課 03-3880-0719 不要
10 子育て 外国人児童・生徒保護者補助金 子ども政策課 03-3880-5266 不要
11 子育て あだちファミリー・サポート・センター事業 子ども政策課 03-3880-0719 不要
12 子育て 子ども預かり・送迎等支援事業 子ども政策課 03-3880-0719 不要

13 子育て
認可保育園・小規模保育・家庭的保育・認定こども園の
保育給付認定入園申込

保育・入園課
入園第一係～第三係
03-3880-5263

不要

14 子育て ベビーシッター利用支援事業（待機児童支援支援） 保育・入園課
入園第一係～第三係
03-3880-5263

不要

15 子育て 私立幼稚園補助の助成 幼稚園・地域保育課 03-3880-6147 不要

16 子育て
幼児を対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業に
係る補助

幼稚園・地域保育課 03-3880-6147 不要

17 子育て 認証保育所保育料負担軽減制度 幼稚園・地域保育課
認証・認可外保育係
03-3880-8013

要

18 子育て ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援） 幼稚園・地域保育課
認証・認可外保育係
03-3880-8013

要

19 子育て 発達相談
こども支援センター
げんき・支援管理課

発達支援係
03-5681-0134

不要

20 子育て 就学相談
こども支援センター
げんき・支援管理課

就学相談係
03-3852-2875

不要

21 福祉 福祉事務の総合相談 生活支援推進課 03-3880-6276 不要
22 福祉 家族介護慰労金支給事業 介護保険課 03-3880-5743 不要
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23 税 特別区民税・都民税の証明書の交付 課税課 03-3880-5231 要
（１）コピーは不可。証明書は有効なものに限ります。
（２）足立区または東京都以外で発行されたパートナー
　　シップ証明書等では受付できません。

24 税 一定の障がいをお持ちの方の軽自動車税の減免申請 課税課 03-3880-5848 不要
25 子育て 子育てアプリ 子ども政策課 03-3880-0719 不要
26 その他 災害弔慰金の支給 福祉管理課 03-3880-5870 要
27 その他 防災業務に従事した者への災害補償一時金 災害対策課 03-3880-5836 要

28 その他 住民票の続柄の記載 戸籍住民課 03-3880-5724 要

①住民基本台帳上での続柄表記は「同居人」のまま変更に
はならない。そのため、他業務や他の行政機関への情報連
携は本申出による続柄表記ではなく「同居人」として連携
される。転出証明書も「同居人」のままとなる。
②記載される続柄表記は、他の行政機関や民間企業等にお
いて事実婚としての制度及び事業の取扱いを保証するもの
ではない。
③区民事務所窓口での住民票の写し等の申請・マイナン
バーカードを利用しての住民票の写しのコンビニエンスス
トアでの発行・住民票の写しの広域交付ができなくなる。
④発行される住民票の写し等には、「本証明書における続
柄表記は、東京都パートナーシップ宣誓制度又は足立区
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の受領証明
書を交付された２者からの申出により変更しています。」
「記載されている続柄表記は、他の行政機関や民間企業等
において事実婚としての制度及び事業の取扱いを保証する
ものではありません。」という内容が記載される。

29 子育て 子どもと家庭の相談窓口 こども家庭相談課 03-3852-2863 不要
30 子育て こどもショートステイ(施設型・在宅型) こども家庭相談課 03-3852-2863 不要
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